
＜建築関係＞ 

 

工事費内訳書作成の要領等 

 

 この入札では、下記により工事費内訳書を作成のうえ、提出していただくことが必要となります。 

 なお、工事費内訳書を提出しない場合、入札を無効とします。また、内容に不備がある場合は、

入札を原則無効とするので注意してください。 

  

１ 工事費内訳書の記載内容 

 少なくとも次に掲げる項目について記載してください。 

土木関係工事用 建築関係工事用 

ア 直接工事費 

（ア）本工事費内訳表、附帯工事費内訳表、補

償工事費内訳表のうち工事区分（レベル

１）、及び工種（レベル２）（工事工種体

系におけるレベル２以上）に対応するもの

の金額を記載する。 

（イ）直接工事費の合計 

イ 共通仮設費 

ウ 純工事費（直接工事費と共通仮設費の合計） 

エ 現場管理費 

オ 工事原価（純工事費と現場管理費の合計） 

カ 一般管理費等 

キ 工事価格（工事原価と一般管理費等の合計） 

ク 消費税等相当額 

ケ 請負工事費（工事価格と消費税相当額の 

合計） 

 

※ 積算体系が異なる工事（鋼橋製作工事等）

は、これに準じる項目 

ア 直接工事費 

   数量書に掲げる工種別科目毎の金額及び直

接工事費の合計を記載する。 

イ 共通仮設費 

ウ 純工事費（直接工事費と共通仮設費の合計） 

エ 現場管理費 

オ 一般管理費 

カ 諸経費（現場管理費と一般管理費の合計） 

キ 工事価格（純工事費と諸経費の合計） 

ク 消費税相当額 

ケ 請負工事費（工事価格と消費税相当額の 

合計） 

 

 

２ 工事費内訳書は入札書を提出する際に、添付して提出してください。表紙は不要です。 

 

３ その他留意事項 

 再度入札の際は、工事費内訳書の提出は不要です。 


